
図１　 改善指導実施６３現場についての指導事項の内訳（現場数、割合） 図２　 足場に係る指導事項の内訳（足場設置現場数：８１）

（注）１現場で複数の指導事項あり。
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（注１）躯体に関する項目、作業主任者に関する項目のパーセンテージは、それぞれ躯体工事を行っていた現場総数、軒高５ｍ以上の現場総数に対するものです。

（注２）１現場で複数の指導事項あり。

図３　 躯体に係る指導事項の内訳（駆体工事を行っていた現場数：７７） 　図４　　電動丸のこ盤等に係る指導事項の内訳（電動丸のこ盤等使用現場数：６５）
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（注）１現場で複数の指導事項あり。

図５　　その他の指導事項の内訳
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